南木曽町移住体験施設管理運営規則をここに公布する。
令和７年10月１日
南木曽町長　向井　裕明
南木曽町規則第17号
南木曽町移住体験施設管理運営規則
(趣旨)
第１条　この規則は、南木曽町移住体験施設設置及び管理運営に関する条例（令和７　年南木曽町条例　号。以下「条例」という。）第11条の規定に基づき、移住体験施設（以下「施設」という。）の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
（使用の許可申請）
第２条　施設を使用しようとする者（以下「申請者」という。）は、使用を開始する日の２月前から14日前までの間に南木曽町移住体験施設使用許可申請書（様式第１号）（以下「申請書」という。）を町長に提出しなければならない。
２　条例第３条第１項第１号該当での使用申請は、原則１回限りとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。
（使用の許可）
第３条　町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、使用の許可を通知するものとする。
（禁止行為）
第４条　使用者は、施設を利用するにあたり、善良な管理者の注意をもって使用し、使用中において次に定める行為をしてはならない。
（１）　興業を行うこと
（２）　展示会その他これに類する催しを開催すること
（３）　宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること
（４）　騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること
（５）　施設の全部又は一部を転貸し、又はその権利を譲渡すること
（６）　施設及び敷地内で動物を飼育すること（ただし、身体障害者補助犬等で町長の承諾を得た場合を除くものとする）
（７）　町長の承諾を得ずに敷地内に工作物を設置すること
（８）　悪臭の発生等衛生上有害な行為を行うこと
（９）　前各号に掲げるもののほか、施設の利用にふさわしくない行為をすること。
（使用許可の取消等）
第５条　町長は、条例第７条により使用許可の取り消し等をした場合は、使用者に通知するものとする。
（その他）
第６条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。
様式（略）
